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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
に
関
す
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
の
責
任
及
び
救
済
に
関
す
る
名
古
屋
・
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー

ル
補
足
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
り

改
変
さ
れ
た
生
物
（
以
下
「
改
変
さ
れ
た
生
物
」
と
い
う
。
）
の
取
扱
い
等
の
分
野
に
お
け
る
手
続
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
改
変
さ
れ
た
生
物
に
つ
い
て
、
特
に
国
境
を
越
え
る
移
動
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
及
び
そ
の
構
成

要
素
の
持
続
可
能
な
利
用
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
利
用
す
る
た
め
の
手
続
等
を
定
め
た
生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
条

約
の
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
に
関
す
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
が
二
〇
〇
〇
年
（
平
成
十
二
年
）

に
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
議
定
書
の
交
渉
に
お
い
て
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
改
変
さ
れ
た
生
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
か
ら
生

ず
る
損
害
に
つ
い
て
の
責
任
及
び
救
済
に
関
す
る
国
際
的
な
規
則
及
び
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
一
〇
年

（
平
成
二
十
二
年
）
十
月
に
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
た
議
定
書
の
第
五
回
締
約
国
会
合
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
補
足
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
二
十
一
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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一
、
こ
の
補
足
議
定
書
は
、
国
境
を
越
え
る
移
動
に
起
源
を
有
す
る
改
変
さ
れ
た
生
物
か
ら
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
適
用
す

る
。
当
該
改
変
さ
れ
た
生
物
は
、
食
料
若
し
く
は
飼
料
と
し
て
直
接
利
用
し
、
又
は
加
工
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
、

拡
散
防
止
措
置
の
下
で
の
利
用
を
目
的
と
す
る
も
の
及
び
環
境
へ
の
意
図
的
な
導
入
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
こ
の
補
足
議
定
書
は
、
意
図
的
な
国
境
を
越
え
る
移
動
に
関
し
て
は
、
前
記
一
の
改
変
さ
れ
た
生
物
の
認
め
ら
れ
た
利
用

か
ら
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
適
用
し
、
議
定
書
に
規
定
す
る
意
図
的
で
な
い
国
境
を
越
え
る
移
動
か
ら
生
ず
る
損
害
及
び
不

法
な
国
境
を
越
え
る
移
動
か
ら
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

三
、
こ
の
補
足
議
定
書
を
実
施
す
る
国
内
法
令
は
、
非
締
約
国
か
ら
の
改
変
さ
れ
た
生
物
の
国
境
を
越
え
る
移
動
か
ら
生
ず
る

損
害
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

四
、
締
約
国
は
、
損
害
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
適
当
な
管
理
者
に
対
し
、
権
限
の
あ
る
当
局
に
直
ち
に
報
告
す
る
こ
と
、
損
害

を
評
価
す
る
こ
と
及
び
適
当
な
対
応
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

五
、
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
管
理
者
を
特
定
し
、
損
害
を
評
価
し
、
及
び
管
理
者
が
と
る
べ
き
対
応
措

置
を
決
定
す
る
。

六
、
時
宜
を
得
た
対
応
措
置
が
と
ら
れ
な
い
場
合
に
は
損
害
が
生
ず
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
関
連
情
報
が
示
す
と
き
は
、
管
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理
者
は
、
当
該
損
害
を
回
避
す
る
た
め
に
適
当
な
対
応
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。

七
、
国
内
法
令
は
、
救
済
措
置
（
当
該
決
定
の
行
政
上
又
は
司
法
上
の
見
直
し
の
た
め
の
機
会
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
定
め

る
。
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
国
内
法
令
に
従
い
、
利
用
可
能
な
救
済
措
置
に
つ
い
て
当
該
管
理
者
に
通
知
す
る
。

八
、
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
条
約
の
締
約
国
会
議
は
、
こ
の
補
足
議
定
書
の
効
力
発
生
の
五
年
後

に
及
び
そ
の
後
は
五
年
ご
と
に
、
こ
の
補
足
議
定
書
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
再
検
討
の
必

要
性
を
示
す
情
報
が
締
約
国
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。

九
、
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
条
約
の
締
約
国
会
議
は
、
条
約
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し

て
、
こ
の
補
足
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

十
、
こ
の
補
足
議
定
書
は
、
議
定
書
を
補
足
す
る
も
の
と
し
、
議
定
書
を
修
正
し
、
又
は
改
正
す
る
も
の
で
は
な
い
。

十
一
、
こ
の
補
足
議
定
書
は
、
議
定
書
の
締
約
国
で
あ
る
国
又
は
地
域
的
な
経
済
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
る
四
十
番
目
の
批

准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
の
寄
託
の
日
の
後
九
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


